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使用量（枚） H18対比
平成18年度 20,582,455
平成20年度 22,320,106 108.4%
平成21年度 22,227,803 108.0%
平成22年度 25,512,789 124.0%
平成23年度 24,544,493 119.2%
平成24年度 23,904,400 116.1%

コピー用紙（A4換算）
なお、コピー用紙の使用量については、第２

期計画の結果、24 年度数値が 18 年度数値に比

して 16.1％増となりましたが、電算のシステム

変更以降、平成 22 年度の 25,512,789 枚（18 年

度比 124.0％）をピークに、23 年度には

24,544,493 枚（18 年度比 119.2％）、24 年度に

は 23,904,400 枚（18 年度比 116.1％）と減少し

ていることから、今回の第３期計画でも 24 年度数値より削減を図ることは可能であると考

えました。ただし、電算システムについては 26 年 1 月にも変更が行われたことからその影

響も考慮することとして、最終的には目標を平成 30 年度に 24 年度比５％削減としていま

す。 
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２ 具体的な取り組み 

  改正省エネ法における特定事業者として、年１％以上のエネルギー使用効率改善の努

力義務を達成することも視野に入れて下記の取り組みを行っていきます。 

（１）日々の取り組み 

[電気使用量の削減] 

ア 室内の照明 

・ トイレ、給湯室、コピー室等の照明は来客等に影響がない限り使用後消灯する。 

・ 昼休時においては原則全部消灯とする。（窓口業務等を除く） 

・ 晴れの日は、窓際等の部分消灯をする。 

・ 事務の効率化に努め時間外勤務時は、不要照明を消灯する。 

・ 廊下等、事務に直接影響のない箇所は消灯する。 

・ 閉庁後は原則消灯する。（一度全庁で消灯してから時間外勤務を行う場合は当該職

場のみ点灯する。） 

イ パソコン、コピー機、事務ＯＡ機器等の適正管理 

・ 執務中は節電モードとし、ピークシフト機能を活用する。 

・ ディスプレイの照度を抑える。 

・ 昼休み等の未使用時には主電源を切る。 

・ 消し忘れをしないようにする。 

・ 印刷枚数が 20 枚を超える場合には印刷機を活用する。 

・ 休日前日退庁時の主電源オフ。 

ウ 電気機器の適正使用 

・ 必要ない電気機器は削減する。 

・ 未使用時にはコンセントからプラグを抜く。 

・ 電気ポット等は不要な保温や自動沸騰をさけ必要時に沸かす。 

エ エレベーター使用の制限 

・上２階、下３階までの間の移動には、原則として階段を使用する。 

オ エアコンの温度管理の徹底 

・ 温度管理（冷房時２８℃、暖房時１９℃）を徹底する。 

・ 空調機器から出てくる冷気または暖気を無駄にしないためにも職場内で障害とな

るものを設置しないよう努める。 

  ・ 空調運転時は必ず窓を閉め、ブラインドを有効に活用する。 

 

[燃料使用量の削減] 

ア 公用車の適正使用 

・運転時は、急発進、急加速に注意しエコドライブを徹底する。 

・タイヤの空気圧等車両状況の変化に注意し、適正な維持に協力する。 

・近距離移動では徒歩もしくは、二輪車を使用する。 

・通勤時等、可能な限り公共交通機関を利用する。 

・県が推進するノーマイカーデーやエコ通勤に参加する。 
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イ ガス機器の適正使用 

・温度、使用時間の管理を徹底する。 

ウ 個別の燃料使用設備機器の適正使用 

 

[水使用量の削減] 

ア 水の適正使用 

・ トイレでの流しすぎや洗面所、給湯室での水等の流しっぱなしをやめ、また、節

水コマの取り付け等を行い、節水に努める。 

・ 給湯室等での食器類洗浄や公用車の洗車では溜め水を使用するなど水の流しっぱ

なしに注意する。また雨水タンクの設置等により節水に努める。 

 

[廃棄物の減量・リサイクルの取り組み] 

ア 用紙の削減 

・ 庁内ＬＡＮを活用しペーパーレス化を推進する。 

・ 会議等で使用する資料は、冗長にならないよう簡素化を図るとともに、原則両面

印刷、Ａ４統一とする。 

・ 私用資料のコピーを可能な限り少なくし文書の共用化に努める。 

・ 操作確認を徹底しミスコピーを減らす。 

・ パソコン作成文書等は印刷状態の確認後印刷を行う。 

・ コピー機付近にミスコピー等の置き場を確保し、不要用紙の裏面を再利用する。 

・ パンフレット、印刷物作成等における紙使用量を削減する。 

・ 使用済み用紙の裏面をメモ用紙等に活用する。 

イ ごみの減量 

・ 使用済封筒の再使用する。 

・ 事務用品の長期使用に努め、故障時は修理に努める。 

・ 食品等にはリターナブル容器を優先的に使用し、庁内に私用ごみを排出しない。 

・ 消耗品等購入時は簡易包装での納品を指定する。 

・ マイ箸を使用し、割りばしの使用削減をする。 

ウ ごみの分別・リサイクル 

・ 可燃ごみ、不燃ごみ、かん・ビン・ペットボトルは適切に分類する。 

・ シュレッダーの使用は機密文書のみとし、紙はリサイクルボックスでの回収に努

める。 

・ 不要備品等は庁内ＬＡＮ等による掲示を行い再利用に努める。 

 

（２）施設・設備の建設・導入・改修時の取り組み 

・ 建築物においては自然採光や自然換気、通気などの活用を図る。 

・ 建築物の建築または更新に当たっては、周辺の自然環境や景観、歴史的環境などの

地域環境の保全に十分配慮するよう努める。 

・ 省エネルギー型のＯＡ機器、照明器具、家電製品等の導入に努める。 

・ 空調機器の更新は省エネルギー効果の大きい機器を選択する。 
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・ 公用車の更新時にはクリーンエネルギー自動車、低燃費かつ低排出ガス車の導入に

努める。 

・ ボイラー等ばい煙発生施設の設置に当たっては灯油、ＬＰＧ、ＬＮＧ等の環境への

負荷がより少ない燃料を使用する機種の導入に努める。 

・ 今後策定される予定の新エネルギービジョンに従い、新エネルギーに関する設備の

導入を積極的に進める。 

・ 壁面や屋上等の緑化に努める。 

 

（３）環境に配慮したイベント開催の検討 

  市が主催するイベントの開催に当たっては以下の具体例を参考に、環境に対する負荷

の低減を検討することとします。 

【具体例】 

ア 室内での温度設定の徹底 

・ 冷暖房の温度設定、それに伴うクールビズ、ウォームビズの励行を徹底します。 

イ 既存施設・設備の利用、物品の再利用 

・ 既存の施設・設備を優先的に利用します。 

・ 展示用品や看板等はできる限り既存のものを活用します。 

ウ 印刷物の削減 

・ チラシやポスター、資料等の印刷はなるべく避け、ホームページやメールなどの電

子情報、テレビやラジオなどのメディア媒体を活用した広報活動を行います 

エ 公共交通機関の利用 

・ 参加者に公共交通機関の利用、自家用車の乗り合い、徒歩や自転車での来場を呼び

かけます。 

オ 環境に配慮した会場設営 

・ 会場並びに会場周辺に生息する動植物に配慮した会場設営を行います。 

・ 会場並びに会場周辺の景観が大きく変化しないよう配慮して会場設営を行います。 

カ 周辺環境への配慮 

・ 騒音、光害などについては関係法令を遵守するとともに周辺環境に配慮して開催し

ます。 

キ リサイクルの推進 

・ 参加者にはマイバッグ、マイ食器の持参を呼びかけます。 

・ リユース容器の使用に対応できるよう出展者等に呼びかけます。 

ク ごみの持ち帰りの推進、ごみの分別 

・ 参加者にごみの持ち帰りを呼びかけます。 

・ 会場にごみ箱を設置する場合には可燃ごみ、不燃ごみ、缶・ビン・ペットボトルに

分類できるよう配慮します。 
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（５）環境ラベルの活用 

  グリーン購入を推進するため、環境ラベルの各種情報を活用して、環境物品の購入を

行います。 
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（３）率先実行チェックシート 

率先実行チェックシートは、各職場での取り組みを各エコワーク推進員がチェックす

る自己評価シートです。 

今回の第３期計画ではチェック項目を整理して、ほぼ全ての職場で日々該当する項目

は毎月チェックする項目として整理し、一定の職場限定（建設部や契約検査課など）ま

たは特定の時期限定（対象施設工事時、対象物品購入時、実施計画策定時、当初予算策

定時など）となる項目は３ヶ月に１回チェックする項目として整理します。 

【【【【毎月毎月毎月毎月チェックチェックチェックチェックするするするする項目項目項目項目】】】】    

実施項目 説  明 

資
源
の
有
効
利
用 

1 会議資料等のＡ４両面使用 
資料をＡ４両面印刷で作成したか。 

資料の簡素化、共有化に努めたか                                                

2 印刷機の活用 コピー枚数が20枚を超える場合に印刷機を使用したか。                    

3 ＰＣでの印刷状態の確認 ＰＣでの作業では印刷状態を確認して印刷しているか。 

4 使用済み用紙の裏面活用 
ミスコピー等用紙の裏面を有効活用できたか。                                

コピー機の周辺にミスコピー等をストックしているか。 

5 庁内ＬＡＮ等の活用 
庁内で使用される連絡票等や各種調査を、ＬＡＮの活用や

その他電子化により用紙の削減ができたか。 

6 消耗品等の買いすぎ 
文具、消耗品等の購入に際し必要量を的確に把握し剰余品

を出さなかったか。 

7 使用済封筒の再使用 使用済封筒を再利用しているか 

8 水の節約 
流しや手洗いの使用時は流しっぱなしになっていないか。

水圧は適正か。 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
み 

9 公用車の適正運転 
急発進、急加速、急ブレーキに留意し、法定速度を遵守し

たか。 駐停車時はアイドリングストップをしているか。 

10 公用車の適正使用 
同一方面での外勤に相乗りしたか。                                            

二輪車が適切な場合に四輪車を使用していないか。 

11 近距離外勤での公用車不使用 
悪天候時以外で、往復1ｋｍ以内の外勤に公用車を使用し

ない。 

12 乗車時の車両状況の確認 
乗車時にタイヤの空気圧等、車両の状況を確認することで

適正な維持管理を図っているか 

13 適正な照明利用 
日中窓際の照明を消灯したか。時間外勤務時に廊下等不要

照明を消灯したか。洗い場等そのつど消灯したか。 

14 階段の使用 上下１・２階の移動で階段を使用しているか。 

15 電気機器等未使用時の電源ＯＦＦ 
電気ポットを長時間使用しない場合、保温でなく再沸騰さ

せるなど、電気機器等の待機電力の節約をしたか。 

16 冷・暖房の効率化への協力 
夏期は28度以上、冬季は19度以下とするために職場におい

て冷暖房の効率化に努めたか。 

17 機器の節電モードの設定 
機器類に付属する節電機能を把握し、常時節電モード待機

の設定をしているか。 

18 ＯＡ機器等の休日前日退庁時の主電源オフ 
ＯＡ機器等に関して休日前日退庁時に主電源を消して退

庁しているか 

ご
み
の
削
減 

19 マイ箸の使用 昼御飯などに割りばしを使用しなかったか。 

20 リサイクルボックスの使用 
両面を使用した用紙、再利用できない用紙は、分類してリ

サイクルボックスに入れているか。 

21 分別の徹底 
可燃ごみ、不燃ごみ、かん・ビン・ペットボトルは適切に

分類しているか。 

22 庁内ごみの削減 
ごみ箱を捨てやすい場所においていないか、弁当の容器は

再利用可能なものを進んで選んでいるか。 

23 シュレッダーの適正使用 
シュレッダーの使用は、機密文書に限定しているか。                        

再生利用可能な用紙をシュレッダーにかけていないか。 

※ 

24 用紙類の適正購入（ｺﾋﾟｰ用紙を除く） グリーン購入法対応物品を優先的に購入依頼しているか。 

25 文具類の適正購入 
単価契約以外の文具を購入依頼するときグリーン購入対

応を考慮したか。 

※には「グリーン購入の実施」が入ります。 
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【チェックシート様式】 

     推進責任者 推進員 

課名    

印 印 
    

実 施 項 目 
 評 価（該当欄に１を入力する） 

改善策・その他 
A B C 該当なし 

資
源
の
有
効
利
用 

1 会議資料等のＡ４両面使用           

2 印刷機の活用           

3 ＰＣでの印刷状態の確認           

4 使用済み用紙の裏面活用           

5 庁内ＬＡＮ等の活用           

6 消耗品等の買いすぎ           

7 使用済封筒の再使用           

8 水の節約           

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
み 

9 公用車の適正運転           

10 公用車の適正使用           

11 近距離外勤での公用車不使用           

12 乗車時の車両状況の確認           

13 適正な照明利用           

14 階段の使用           

15 電気機器等未使用時の電源ＯＦＦ           

16 冷・暖房の効率化への協力      

17 機器の節電モードの設定           

18 ＯＡ機器等の休日前日退庁時の主電源オフ           

ご
み
の
削
減 

19 マイ箸の使用           

20 リサイクルボックスの使用           

21 分別の徹底           

22 庁内ごみの削減           

23 シュレッダーの適正使用           

※ 

24 用紙類の適正購入（ｺﾋﾟｰ用紙を除く）           

25 文具類の適正購入           

評      価         点 

 

※には「グリーン購入の実施」が入ります。 
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     推進責任者 推進員 

課名    

印 印 
    

実 施 項 目 
 評 価（該当欄に１を入力する） 

改善策・その他 
A B C 該当なし 

施
設
・
設
備
の
設
置
等
で
の
対
応 

1 地域環境の保全への配慮           

2 自然の採光並びに換気の採用           

3 低公害車の導入           

4 適切な公害防止施設の設置・使用           

5 雨水の利用等           

6 壁面や屋上等の緑化に努める。           

7 新エネルギーの導入・検討           

グ
リ
ー
ン
購
入 

8 納入印刷物の適正購入           

9 機器・OA機器・家電製品の適正購入           

10 制服・作業服等の適正購入           

11 工事設計・建築資材への環境配慮           

イ
ベ
ン
ト
時
の
配
慮 

12 室内での温度設定の徹底           

13 既存施設・設備の利用、物品の再利用           

14 印刷物の削減           

15 公共交通機関の活用      

16 環境に配慮した会場設営      

17 周辺環境の保全      

18 マイバッグ、マイ食器の利用      

19 ごみの持ち帰りの推進、ごみの分別      

評      価         点 

 

・チェックシートの記入並びに報告の流れ 

① 共通様式－環境課フォルダ内にある各課のチェックシートを呼び出し、項目に合わ

せ 1 カ月に 1 回または 3 ヶ月に 1 回入力を行う。 

② 入力に当たっては各取組状況を総合的に判断して、チェックシートの各評価枠（Ａ・

Ｂ・Ｃ）のうち該当する枠に１を入力する。該当しない場合には該当なしに１を入力

する。 

③ 評価点が表示されれば上書き保存する。 

④ チェックシートの内容は更新時に必ず各課の推進責任者に報告する。 

⑤ 推進責任者は各項目を評価し、各職員に必要な事項を指示・指導を行う。 

⑥ 毎年度各課の集計、入力状況をエコワーク委員会並びに幹事会で報告します。 
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別府市環境施策の推進を図る組織に関する要綱 

 

制定 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ ８ 日 

別 府 市 告 示 第 ７ ７ 号 

改正 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 

別 府 市 告 示 第 ８ ２ 号 

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ ７ 日 

別 府 市 告 示 第 １ ４ ５ 号 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

別 府 市 告 示 第 １ ７ ６ 号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、別府市環境基本計画（以下「基本計画」という。）が定める「望ましい環境像」

の実現を目指し、環境施策の推進を図るための組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （エコワーク委員会の設置） 

第２条 環境施策の推進を図る組織として、別府市エコワーク委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 （委員会の所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 基本計画の推進を図るための実施計画の策定及びその進行管理に関すること。 

 (2) 市が事業者又は消費者として環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画である率先実

行計画の策定及びその進行管理に関すること。 

 (3) その他基本計画の推進に関すること。 

 （委員会の組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員会に属すべき委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （委員会の会議） 

第６条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （エコワーク幹事会の設置） 

第７条 委員会は、第３条各号に定める所掌事務を処理するに当たり、当該所掌事務を補助するため、

委員会に別府市エコワーク幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

 （幹事会の組織） 

第８条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

２ 幹事会に属すべき幹事長及び幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （幹事会の会議） 

第９条 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 



- 24 - 
 

２ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

 （庶務）  

第１０条 環境施策推進組織の庶務を処理するため、環境課に事務局を置く。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、環境施策の推進を図る組織に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成１４年４月１８日告示第７７号） 

 この要綱は、平成１４年４月１８日から施行する。 

   附 則（平成１７年４月１日告示第８２号） 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年４月１７日告示第１４５号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２５年４月２６日告示第１７６号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

別表第１（第４条関係） 

委員長 生活環境部長 

副委員長 総務部長 

委員 

教育長 

水道企業管理者 

企画部長 

ONSENツーリズム部長 

福祉保健部長 

建設部長 

議会事務局長 

消防長 

 

別表第２（第８条関係） 

部等 課 備考 

総務部 
財産活用課長  

契約検査課長  

企画部 

政策推進課長  

自治振興課長  

危機管理課長  

ONSEN 

ツーリズム部 

観光課長  

温泉課長  

商工課長  

農林水産課長  

生活環境部 環境課長 幹事長 

福祉保健部 社会福祉課長  
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建設部 

道路河川課長  

都市政策課長  

都市整備課長  

公園緑地課長  

建築住宅課長  

下水道課長  

建築指導課長  

水道局 管理課長  

教育委員会 

学校教育課長  

生涯学習課長  

スポーツ健康課長  

消防本部 庶務課長  

    


